
▲ 浜名湖「花フェスタ」のハナショウブ（浜松市）… 花フェスタは6/13 まで

（毎月発行）
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ＲＥＴＩＯ　令和元年度の紛争事例　都府県による調査、聴取内容、解決結果

　今回は、令和元年度に国土交通省及び都道府県の宅地建物取引業主管部に寄せられた、宅建業者が関与し
た宅地建物取引に関する苦情紛争相談事例の主要な内容を要約して掲載します。宅建業者に対する監督処分
（行政処分）に該当した事案ですので、取引実務に従事されている方々に十分ご留意頂ければと思います。

Ａ　指示処分‥違反行為を解消する事を命じる事（業
法 65 条）
Ｂ　業務停止処分‥1 年以内の期間を定め、業務の
全部又は一部の行為禁止を命ずる事（業法 65 条）
Ｃ　免許取消処分‥宅建業免許を取り消す事（業法
66 条）

ａ　行政指導‥必要な指導・助言・勧告を行う事が
出来る。口頭指導→文書指導→文書勧告の順に重 
く、続くと監督処分になりうる（業法 71 条）

ｂ　調査・報告要求‥業務について報告を求める。
事務所への立入検査をする（業法 72 条）

※行政指導には法的強制力はないが、指導歴の有無
は、行政主管部に履歴として残るケースがある。

①：媒介業者（重要事項説明義務違反）

 【概要】買主は、平成 30 年 7 月、業者の媒介により、
売主（個人）との間で土地売買契約を締結したが、業 
者は、がけ条例の適用について重要事項説明書に記
載せず説明をしなかった。また、買主が購入時に見
た当該土地の広告において、小学校区の記載が誤っ
ていたことが判明。買主は、がけ条例の適用がある
事や広告に記載された学区でなければ、当該土地を
購入しなかったとして、当課へ相談に訪れた。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、担当者は現地
調査の際、目測によりがけ条例の適用はないと判断
し、必要な調査を行わなかったため、重要事項説明
書への記載をしなかったと認めた。また、小学校区
についても誤記入であったと認めた。
　業者は、がけ条例の適用による建築費用増加分を
買主に支払うとともに、広告の誤記入について素直
に謝罪し、誠実に対応すると述べ、前述の事情を踏
まえ、業者を文書勧告とした。

②：媒介業者（媒介契約違反・報酬）

 【概要】売主は、平成 30 年 7 月、業者の媒介により 
土地付建物の売買契約を締結し、その際に手数料と
して売買価格の 15％を請求され支払った。その後、
報酬告示の上限より高額だったと知り返金を求めた
が業者が応じないため、当課へ苦情を申し立てた。
また、売主は業者から業務委託契約書を交付された
が、媒介契約書は交付されていないと主張した。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、媒介契約書を
交付していない事及び報酬告示の上限を超えて売買 
価格の 15％の報酬を請求・受領した事を認めた。報 
酬額の根拠は、業務委託契約書での合意であると述
べたが、媒介業務以外の業務内容など報酬額の具体
的な根拠は示さなかった。前述の事情を踏まえ、業

者を 45 日間の業務停止処分とした。

③：売主業者（取引の公正を害する行為）

 【概要】買主は、平成 29 年 7 月、売主業者と中古マ 
ンションの売買契約を締結した。その後、物件にい
くつかの瑕疵を発見したが、売主業者は「本物件の
引き渡し後に、自然損耗・経年劣化を原因として、
仮に雨漏り・水漏れ・設備の故障があったとしても、
それらは隠れたる瑕疵に該当するものではなく、買
主の責任と負担において修復・補修するものとし、
売主に対して法的請求・費用負担等を求めない事を
了承しました」と、契約書に特約してあるため瑕疵
担保責任は負わないとして、買主の要求を拒み、瑕
疵担保責任において買主に不利な内容の特約をした
ことから、当課へ苦情を申し立てた。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、当該マンショ
ンが、築 24 年を経過する中古物件であることについ 
て、買主に対し現場での物件確認を媒介業者ととも
に複数回実施している事や、説明を行っている事、
売主が 500 万円の値引き対応をしていた事などの事
情から、買主も通常有すべき品質・性能を有してい
るかどうかを認識していたはずと主張した。

宅建業者に対する監督処分の種類（概要）

宅建業者に対する行政指導・調査権限

売買に関する事例
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　また本件特約は、瑕疵担保責任を負わないという
ものではなく、自然損耗・経年劣化については、隠
れた瑕疵にあたらないという一般的な考え方に基づ
いて、記載したと主張した。前述の事情を踏まえ、
本取引の特約は、瑕疵担保責任を負わない事につい
て買主に誤認を与える記載であったとして、取引の
公正を害する行為と認定し、業者を文書勧告とした。

④：媒介業者（代理権の確認不備）

 【概要】相談者の父と兄が２分の１ずつの共有持ち
分として所有していた物件について、平成 30 年 5
月、業者の媒介により売買契約を締結した。その売
買契約書には、売主として父と兄の氏名表示がある
ものの、記名押印しているのは兄のみであり、父の
代理である旨の表示もない。父が亡くなり権利関係
を相続した相談者は、媒介業者は父から委任状等を
徴求しておらず、代理権の確認を怠り、売買契約に
不備があるとして、当課へ苦情を申し立てた。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、父が介護施設
に入所していたこともあり、委任状や本人確認書類
を徴求せず、兄から口頭で父の意思を確認したのみ
である事実を認め、相談者に対し誠実に謝罪した。
また書面による本人確認及び代理権確認の徹底を社
内周知し、速やかに再発防止策を講じた旨の報告が
当課にあった。前述の事情を踏まえ、相談者は取引
時点における当事者ではなく、買主及び売主に損害
が発生していない事から、業者を口頭指導とした。

⑤：媒介業者（重要事項説明義務違反等）

 【概要】借主は、平成 29 年 7 月、居住用の建物賃貸 
借契約を締結した。2 年間の契約期間満了の際に、
退去予告を行ったところ、貸主から退去予告期限を
過ぎているため契約条項に基づく費用を支払うよう
請求を受けた。借主はやむなく支払ったが、重要事
項説明書と賃貸借契約書の契約期間及び解除予告期
日に相違があるために損害を被ったと主張し、当課
へ苦情を申し立てた。
 【結果】本契約には媒介業者として、客付と元付の
2 社が関与しており、それぞれに事情を聴いた。両
業者とも相違の理由について具体的な説明がなかっ

たが、記載の不備については認めた。また、客付業
者は、聴聞通知受領後に、借主に対する損害を認め、
解決金を支払った。その他、重要事項説明書への必
要事項の記載漏れや別添資料の添付漏れ等があり、 
前述の事情も踏まえ、元付業者を 7 日間、客付業者を

5 日間の業務停止処分とした。

⑥：宅建業者（重要事項説明義務違反）

 【概要】借主は、平成 30 年 9 月、業者の媒介により 
マンション 1 室の賃貸借契約を締結した。その際の
重要事項説明書に、駐輪場やバイクの置き場所があ
るような書きぶりであったが、実際には置き場はな
かった。また、重要事項説明を宅建士ではないもの
から受けたことから、これらの行為は業法違反では
ないかと、当課へ相談に訪れた。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、宅建士の資格
を有していない担当者が借主の知り合いであり、話
がスムーズにできると判断したため、説明したと認
めた。また駐輪場等に関しては、管理会社作成のひ
な形を用いており、その管理会社は多数の物件を抱
える大きな会社であり、重要事項説明書には駐輪場
等が存在するかのような記載になっていた。当該物
件において、管理会社も駐輪場やバイク置き場がな
い事を認識していなかったと主張した。前述の事情
を踏まえ、また当事者間で民事的な紛争解決の努力
もあり和解となったことも考慮し、業者を文書勧告

とした。

⑦：媒介業者（超過報酬）

 【概要】借主は、平成 29 年 3 月、業者の媒介により 
賃貸借契約を締結した。その際、媒介手数料の他に
仲介企画料の名目で借賃 1 ヶ月分を請求され支払っ
たことから、当課へ相談に訪れた。
 【結果】業者に事情を聴いたところ、貸主及び借主
からの要望等が特に多かったため、媒介手数料に加
えて仲介企画料を請求し受領した事実を認めた。
　また、他に超過報酬に該当する事例がなく、借主
の代理弁護士から指摘を受け、すでに金銭を返還し
ており、今後損害が発生することが見込まれない事
から、業者を文書勧告とした。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

賃貸に関する事例
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定置網漁など様々な仕事に就く
（島根県海士町の雪野さん）
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2021年₃月₁日～₄月15日の新入会者・退会者　第₁回理事会（2021年₄月23日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱ヒューマンブレイン 伊藤　伸二 伊藤　伸二 413-0102 熱海市下多賀1347-1 0557-52-6683 正会員 静岡県知事（1）14418 東 部

㈱アーキ・サポートプラン 秋田　秀次 秋田　秀次 419-0107 田方郡函南町平井565-18 055-979-4338 正会員 静岡県知事（1）14429 東 部

㈲三輪建設 三輪　暁生 三輪　暁生 411-0047 三島市佐野4-9 055-913-1815 正会員 静岡県知事（1）14413 東 部

㈱エステートケア沼津 梅原　貴義 梅原　貴義 410-0022 沼津市大岡1975-25 055-918-7555 正会員 静岡県知事（1）14422 東 部

㈱シムリアルエステート 下元　　彰 山本　真紀 416-0903 富士市松本320-4 0545-67-4446 正会員 静岡県知事（1）14414 東 部

富士ツバメ㈱ 小谷野敬一郎 梅原　尊之 424-0883 静岡市清水区草薙北3-25 054-395-8119 正会員 静岡県知事（1）14425 中 部

Ｎ．Ｙ不動産 岩田　直己 岩田　直己 420-0882 静岡市葵区安東3-17-31 054-395-5855 正会員 静岡県知事（1）14428 中 部

㈱小泉建設 小泉　　博 小泉　優子 425-0077 焼津市五ケ堀之内1638-1 054-628-4563 正会員 静岡県知事（1）14397 中 部

㈱Ｅａｒｎｅｓｔ 牧野　裕介 戸塚　真由 437-1421 掛川市大坂897-4 0537-64-5200 正会員 静岡県知事（1）14411 西 部

岡本産業㈱ 岡本　卓也 岡本　卓也 434-0036 浜松市浜北区横須賀650-1 053-587-2412 正会員 静岡県知事（1）14416 西 部

㈱和華ＬＥＡＤＩＮＧ 髙杉　和規 髙杉　和規 435-0046 浜松市東区丸塚町503-10 053-477-2139 正会員 静岡県知事（1）14423 西 部

きらり不動産開発 坂口　博樹 坂口　博樹 434-0046 浜松市浜北区染地台2-32-7 053-545-5678 正会員 静岡県知事（1）14399 西 部

㈱グレービック・リアルエステイト 大塚　博史 大塚　博史 433-8124 浜松市中区泉1-25-12 053-473-5071 正会員 静岡県知事（1）14426 西 部

㈲Ｓ．Ｔ．Ｅ．Ｐ 加藤江依子 佐藤　成美 430-0817 浜松市南区頭陀寺町338-5太田ビル1階 053-424-6556 正会員 静岡県知事（1）14421 西 部

スリー・メイクス 市川真太郎 市川真太郎 431-3106 浜松市東区笠井上町255-3ティアラ5-102 053-571-5344 正会員 静岡県知事（1）14427 西 部

浜松不動産販売㈱ 山下　正剛 山下　正剛 430-0853 浜松市南区三島町1372-2Aビル1階 053-589-3782 正会員 静岡県知事（1）14405 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

マル高不動産

中 部

大福不動産

西 部

アロ不動産事務所

西 部

岩井不動産

㈲第一商事 ㈲瑞興 田旗造園建設㈱ ㈱カナック大村不動産

富士不動産 ㈱ツチヤコーポレーション
不動産部 ㈱パイントラスト企画 幸和ハウジング㈱コーワ住

センター浜松西店

㈲真野不動産 ㈲東建 県居不動産 ㈲セントラル不動産

いしかわ地建 立地不動産 アプトマネージメント とぴあ浜松農業協同組合
不動産センター向宿店

中 部 静岡鉄道㈱不動産流通
事業部 清水店 ㈱ワカバコーポレーション 伊藤工建㈱ 中富土地相談所

2021年₃月　宅建ローン等の実績　（3/1～3/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 73 73 86 ― 232件
金額 76億6,520万円（土地₂、新築戸建198、中古戸建28、新築マンション₂、中古マンション₂）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 3億4,330万円（土地₁、土地購入新築₃、新築戸建₄、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 4 1 2 3 10件
金額 2億2,031万円（新築戸建₄、中古戸建₅、借換え₁）

以上、新入会者16名、退会者24名、2021年₄月15日現在の会員数は、2,695名
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2021年₄月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
４月６日 本　部 会計帳票検査
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）

〃 不動産コンサルティング協議会 監査
13日 本　部 会計帳票検査
14日 本　部 県住宅振興協議会 監査
〃　 〃 サポートセンター 監査
15日 浜　松 取引士法定講習（自宅学習） （証交付97名）
〃　 本　部 第１回 会務運営協議会（Web会議）

〃　 サポートセンター�取締役会
16日 本　部 本監査
20日 名古屋 東海不動産公正取引協議会 監査
22日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
〃　 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付62名）
23日 本　部 第１回�理事会（Web会議）

　①定時総会の開催要領
　②定時総会への提出議案　他

26日 名古屋 中部圏流通機構 総務財政委員会
27日 本　部 正副会長会
28日 沼津他 ３支部 定期大会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談12件、電話相談287件）
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